
 

 

「みやぎ漁師カレッジ」ＰＲ関係業務企画提案募集要領 

 

「みやぎ漁師カレッジ」ＰＲ関係業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、公募型プ

ロポーザル方式により、最も優れた提案及び能力を有し最も適格と判断される事業者を選定するため

に必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 募集事項 

 １ 委託業務名 「みやぎ漁師カレッジ」ＰＲ関係業務 

２ 事業目的 

令和７年度「みやぎ漁師カレッジ」長期研修の参加者を募集するチラシ及びポスター（以下、

「チラシ等」とする。）の作成・発送を行うほか、「みやぎ漁師カレッジ」についてＰＲするた

めの動画を作成し、それを用いた広告配信を行うことで、新規漁業就業者の確保・育成を図る

もの。 

３ 業務内容 

   別紙「「みやぎ漁師カレッジ」ＰＲ関係業務仕様書」のとおり 

４ 契約期間 

契約締結の日から令和７年３月 31 日（月）まで 

 

第２ 事業費（委託上限費） 

 金 6,867,000 円（うち消費税及び地方消費税額 624,273 円）とする。 

 

第３ 応募資格 

企画提案に応募できる者に必要な資格は、以下のとおりとする。 

１ 宮城県内に活動拠点（本店又は営業所等）を有していること。 

２ 企画提案参加申込者の属する地方公共団体の地方税並びに消費税及び地方消費税を滞納して

いない者であること。 

３ 仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること。 

４ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

４ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

５ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当しな

い者であること。 

６ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しない

者であること。 

７ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に規定する措置要件

に該当しない者であること。 

８ 上記１から７までを満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可

能とするが、その場合は全事業者が１から７までを満たさなければならない。また、県は代表者

とのみ委託契約を行うため、その他の参加者については、代表者との委託契約（宮城県との関係

においては再委託に該当）により業務を行うこと。その場合においては、本業務全体の進行管理



 

 

及び取りまとめ等は代表者の責任において行うものとする。 

 

第４ スケジュール（予定を含む） 

内  容 期   日 

企画提案募集開始 令和６年 11 月 14 日（木） 

質問受付期限 令和６年 11 月 21 日（木）午後５時必着 

質問への回答 令和６年 11 月 27 日（水）予定 

企画提案参加申込書提出期限 令和６年 11 月 29 日（金）午後５時必着 

企画提案書提出期限 令和６年 12 月６日（金）午後５時必着 

選定委員会開催 令和６年 12 月 16 日（月）予定 

選定結果通知 令和６年 12 月下旬予定 

契約締結 令和７年１月上旬予定 

 

第５ 応募手続 

１ 企画提案書作成等に関する質問の受付 

（１）受付期限 令和６年 11 月 21 日（木）午後５時必着 

（２）提出方法 

イ 指定様式（様式第１号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

ロ 電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

suishink@pref.miyagi.lg.jp（宮城県水産林政部水産業振興課企画推進班） 

ハ 電話や口頭による質問、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答方法 

    質問に対する回答は、回答事項を取りまとめ次第、令和６年 11 月 27 日（水）（予定）ま

でに宮城県水産林政部水産業振興課のホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内

容が質問者の具体的な提案事項に密接関わるものについては、質問者に対してのみメールで

回答する。また、質問の内容によっては回答しないこともある。 

２ 企画提案への参加申込 

企画提案への参加を希望する者（以下「企画提案者」という。）は、次のとおり企画提案参加

申込書及び関係書類（以下「参加申込書等」という。）を提出後、企画提案書及び関係書類（以

下「企画提案書等」という。）を提出すること。 

（１）参加申込書等の提出 

   次のとおり企画提案参加申込書及び関係書類（以下「企画提案書等」という。）を提出するこ

と。 

イ 提出期限 令和６年 11 月 29 日（金）午後５時必着 

ロ 提出方法 郵送又は持参 

ハ 提 出 先 宮城県水産林政部水産業振興課企画推進班 

          〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎 12 階） 

ニ 提出書類 

   （イ）企画提案参加申込書（様式第２号）：１部 

   （ロ）企画提案応募に係る宣誓書（様式第３号）：１部 

（２）企画提案書等の提出 

イ 提出期限 令和６年 12 月６日（金）午後５時必着 

ロ 提出方法 郵送又は持参 



 

 

ハ 提 出 先 宮城県水産林政部水産業振興課企画推進班 

          〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎 12 階） 

ニ 提出書類  

   （イ）企画提案書（任意様式）：10 部 

      ※A4 片面、ページ番号付きとし、内容は、別紙「企画提案書の構成」に準じて作成す

ること。 

   （ロ）事業経費見積書（任意様式）：10 部 

      ※仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるよ

うに記載すること。また、消費税及び地方消費税額の金額を算出し、合計の金額を記

載すること。 

 

第６ 業務委託候補者の選定 

１ 選定日時 

（１）開催日 令和６年 12 月 16 日（月）※時間は別途連絡する。 

 （２）場 所 宮城県行政庁舎 12 階 水産林政部会議室 

（３）企画提案者によるプレゼンテーション 

イ 出席者は１提案者当たり３名以内（提案に係るプロジェクトへの参画者に限る）とする。 

ロ １事業者当たりの持ち時間は、プレゼンテーション及び選定委員との質疑応答を合わせて

25 分以内（プレゼンテーション 15 分、質疑応答 10 分）とし、県が後日指定する時間割に

より事業者毎に個別に行う。 

ハ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料の配付は

原則として認めない。 

ニ プロジェクター等の使用を希望する場合は、企画提案書等を提出する際に申し出ること。

なお、この場合、パソコンはプレゼンテーションを行う者が用意すること。 

ホ 提案者がおおむね５者を超える場合は、事前に企画提案書等による予備審査を行った上で、

プレゼンテーションによる本審査を実施する。 

 

２ 業務委託候補者の選定方法 

（１）県は、企画提案者の中から本業務の業務委託候補者を選定するため、次のとおり選定委員会

を開催し、提出書類及びプレゼンテーションの総合評価により審査し、採点評価・順位付けを行

う。 

（２）審査の結果、各委員の評価点の平均が満点の６割以上の提案者の中から、各委員が付けた順

位の合計が最小の者を業務委託候補者として選定する。 

（３）順位の合計が最小の者が複数ある場合は、選定委員会で協議の上、業務委託候補者を決定す

る。また、企画提案者が１者のみであった場合は、各委員の評価点の平均が満点の６割以上と

なった場合に、業務委託候補者として選定する。 

（４）企画提案者がない場合又は履行能力なしと判断する場合は再度、公募を実施する。 

  

３ 審査内容 

   評価項目及び評価の視点並びに配点（合計 100 点）は、次のとおりとする。 

 （１）長期研修募集チラシ等作成について（配点 30 点） 

   イ 提案内容は実現性を有し、効果的なものか。 

   ロ 長期研修の参加者を増やすための効果的な工夫及び独自提案がなされているか。 



 

 

   ハ 企画提案どおり事業を実施できる体制が整っているか。 

   ニ 費用の積算は適切か。 

（２）ＰＲ動画制作について（配点 30 点） 

イ 提案内容は実現性を有し、効果的なものか。 

ロ 漁業への理解を深め、「みやぎ漁師カレッジ」についてＰＲするために効果的な工夫及び

独自提案がなされているか。 

ハ 構成内容は効果的なものか。 

ニ 企画提案どおり事業を実施できる体制が整っているか。 

ホ 費用の積算は適切か。 

 （３）ＰＲ動画広告の配信について（配点 20 点） 

   イ 提案内容は実現性を有し、効果的なものか。 

   ロ 効果的な広告媒体、広告配信期間が提案されているか。 

   ハ 適切な分析レポート体制が示されているか。 

   ニ 費用の積算は適切か。 

（４）実施体制及び作業スケジュール（配点 10 点） 

イ 業務の実施体制及び作業スケジュールは適切か。 

ロ 効果が期待できる運営体制となっているか。 

ハ 無理のない作業スケジュールとなっているか。 

 （５）類似事業の実績（配点 10 点） 

   イ 類似事業の十分な実績を有しているか。 

 

４ 選定結果の発表 

選定結果については、後日、プレゼンテーションに参加した全ての企画提案者に書面で通知す

るとともに、プレゼンテーション参加者の名称、評価点数を公表する。公表に当たっては、選定

された業務委託候補者以外は、個別の評価点数が特定されないように配慮する。 

なお、評価内容・選定結果に関する質問には応じないものとする。 

 

第７ 失格事由 

１ 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

（１）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難又は文意が不明である場合 

（２）本要領等の規定に従っていない場合 

（３）第６に示すプレゼンテーションに参加しなかった場合 

（４）同一の事業者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

（５）企画提案に関する手続の公正な執行を妨げ、又は不正の利用を得るために連合した団体等

が提出した場合 

（６）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留保）、第９４条

（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

２ その他 

（１）企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第４号）を提出するこ

と。 

（２）取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書等の再提出は認めない。 

（４）審査は提出された企画提案書等により行うが、企画提案書等の提出後、提案内容について



 

 

説明を求めることがある。 

 

第８ その他必要な事項 

１ 契約に関する条件等 

（１）機密の保持 

受注者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱

い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知

り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。契約終了後もまた同様とする。 

（２）個人情報の保護 

受注者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、

県個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）を遵守しなければならない。 

 ２ その他 

 （１）企画提案書等の取扱い 

    提出された企画提案書等は返却しない。 

 （２）提出後の変更 

    提出された書類は提出後の差替え、変更及び取消しは認めない。 

（３）この企画提案の応募に係る全ての経費は、企画提案者の負担とする。 

（４）企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難であると認めるときは、

本公募型プロポーザル方式による実施を延期又は取り止めることがある。 

（５）提出書類の情報開示 

提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例

第１０号）等による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、

開示することとなる。 

 

第９ 問い合わせ先 

   宮城県水産林政部水産業振興課 企画推進班（担当：他力、坂本） 

   〒980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

   ＴＥＬ ０２２（２１１）２９３５ 

   ＦＡＸ ０２２（２１１）２９３９ 

電子メール suishink@pref.miyagi.lg.jp 



 

 

（別紙） 

 

企画提案書の構成（「みやぎ漁師カレッジ」ＰＲ関係業務） 
 

企画提案書は、次のⅠからⅢまでの項目を必ず含むものとし、この順で構成すること。また、ペー

ジ番号を付すこと。 

 

Ⅰ 表紙 

「委託業務名」、「事業者名」、「住所」、「代表者名」、「担当者名（所属、職、氏名）」及び「連絡先

（電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス）」を記載すること。 

 

Ⅱ 目次 

本文の項目及びページ番号を記載すること。 

 

Ⅲ 本文 

（※１、２は、仕様書「Ⅳ業務の内容」に対する提案とし、各項目の内容については、企画提案募集

要領の「第６－３審査内容－評価項目及び評価の視点」の趣旨に沿って提案内容が具体的に分かる

よう記載すること。） 

 

 １ 企画提案の内容 

 （１）制作しようとする動画及びチラシについては、漁業の魅力を訴求するとともに、どのように

構成すれば「みやぎ漁師カレッジ」を広く情報発信するものとなるか、完成品をイメージし写

真、図等を用いて分かりやすく記載すること。  

（２）動画はどの部分が訴求対象に対する魅力ある演出・効果なのか、また、チラシはどの部分が

手に取ってみたくなるようなカジュアル性及び視覚的な効果性を有するか、それぞれ明確に記

載すること。 

（３）当該業務に関連して、効果的な独自提案があれば、取組の内容、方法及び期待できる効果等

について記載すること。  

（４）提案及び過去の実績の紹介のため、サンプル映像等が収録されたＤＶＤを任意で提出するこ

とも可とする。 

 

 ２ 業務スケジュール 

 

 ３ 事業経費見積書 

※仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるように記

載すること。また、消費税及び地方消費税額の金額を算出し、合計の金額を記載すること。 

※複数の項目から構成される経費は、原則、数量、単位を「一式」とはせず、項目毎に積算根拠

を明示すること。 

 

４ その他 

  （１）本事業を実施するに当たっての実施体制の詳細 

  （２）本業務における提案者の強み、類似業務の実績 

  


